
公 益 財 団 法 人 越 谷 市 施 設 管 理 公 社 

ホームページ広告掲載に関する要綱 

 

（平成３１年 ３ 月 ６ 日理事長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人越谷市施設管理公社（以下「公社」という）が運営す

るホームページへの広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の基準） 

第２条 次の各号のいづれかに該当する広告は、掲載しない。 

⑴ 公社ホームページの公共性及び品位を損なうおそれがあるもの 

⑵ 公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの 

⑶ 公序良俗に反するもの又は、そのおそれがあるもの 

⑷ 法令等（市の条例等を含む。）に違反するもの、又はそのおそれがあるもの 

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

第２条に揚げる営業に該当するもの 

 ⑹ 貸金業、投機的な商品及び出資金に関するもの 

 ⑺ 政治活動又は、宗教活動に関するもの 

 ⑻ 個人又は団体の主義主張に関するもの 

 ⑼ 個人の宣伝に関するもの 

 ⑽ その他、公社が不適切と認めたもの 

（広告の掲載順位） 

第３条 広告掲載の順位は、原則広告掲載申込みのあった先着順とする。 

２ 申込みが募集枠数を超えたときは、登録順に区画の空きが出次第、順次掲載するも

のとする。 

（広告の掲載位置） 

第４条 広告の掲載位置は、公社ホームページのトップページとし、掲載位置、順序は

公社が指定した位置とする。 

 （広告の掲載規格） 

第５条 掲載する広告はバナー広告とし、規格は次のとおりとする。 

 ⑴ 大きさ   １区画：縦７０ピクセル×横１２０ピクセル 

 ⑵ 画像形式  ＧＩＦ形式 

 ⑶ 容量    ２０ＫＢ以内 



２ 掲載するバナー広告は原則として動きや反転のないものとする。 

 （掲載する広告数） 

第６条 掲載する広告数は７区画とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この

限りではない。 

 （広告掲載期間） 

第７条 広告の掲載期間は、１か月間を単位とし、１回の申込みにより掲載できる期間

は年度内の最長１２か月間とする。 

２ 広告の掲載開始日は、原則として当該広告の掲載する月の初日とし、掲載終了日は

原則として当該広告の掲載する月の最終日の前日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、１２月分の掲載期間は１２月１日から１２月２７日まで

とし、また、１月分の掲載期間は１２月２８日から１月３０日までとする。 

 （広告掲載料） 

第８条 広告掲載料は１区画につき１か月あたり５，２５０円（税込）とする。 

 ただし、社会情勢等の変化により掲載料を改訂する場合がある。 

 （広告の募集） 

第９条 広告の募集は公募とし、ホームページ及び広報誌等により行うものとする。 

 （広告掲載の申込み） 

第１０条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、掲載を希望する月の

前月１５日までに、公社ホームページ広告掲載申込書（第１号様式）に広告の原稿を

添えて、理事長へ申し込まなければならない。 

 （広告掲載の決定） 

第１１条 理事長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告

掲載の可否を決定するものとする。 

２ 理事長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を公社ホームページ広告掲

載に関する決定通知書（第２号様式）により、当該申込者に通知するものとする。 

 （広告掲載料の納付） 

第１２条 広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、理事長が指定する

期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。 

 （広告掲載決定の取消し） 

第１３条 理事長は、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載

を取り消すことができる。 

 ⑴ 広告主が、指定期日までに広告掲載料を納付しなかったとき 

 ⑵ 広告主のホームページ等が、事前の連絡がなく閉鎖されたとき 



 ⑶ 広告主のホームページ等の内容が、申込み時から変更され、第２条に規定する状

態であると判断したとき 

 ⑷ その他、広告主又は広告内容が不適当であると理事長が判断したとき 

２ 理事長は、広告掲載の取消しを決定したときは、公社ホームページ広告掲載決定の

取消し通知書（第３号様式）により、当該広告主に通知するものとする。 

 （広告掲載の辞退） 

第１４条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を辞退しようとするときは、書面

により理事長に届け出なければならない。 

 （広告掲載料の還付） 

第１５条 広告掲載料の還付は、広告主が広告掲載を辞退したときまたは広告主として

ふさわしくないと理事長が認め広告掲載を取り消したときは、広告を掲載しない月の

掲載料を還付するものとする。ただし、掲載開始前に辞退したとき又は取り消しした

ときは、掲載開始予定月分の掲載料は還付しない。 

２ 広告主の責めに帰さない事由により公社が広告を掲載できなかったときは、掲載で

きなかった日数に応じた広告掲載料に相当する額を還付する。ただし、広告を掲載で

きなかった期間が２日未満の場合はこの限りでない。 

 （広告内容） 

第１６条 広告主は、広告の内容及びデザイン等が公社ホームページのイメージを損な

う事のないよう、公社と調整しなければならない。 

 （広告主の責務） 

第１７条 広告主は、広告の内容について、一切の責任を負わなければならない。 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年３月１５日から施行する。 

 （財団法人越谷コミュニティセンター ホームページ広告掲載に関する要綱の廃止） 

２ 財団法人越谷コミュニティセンター ホームページ広告掲載に関する要綱は、廃止

する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行前に、この要綱に相当する規程に基づき行われたホームページ広告

掲載に関する手続きその他の行為は、この要綱の規定に基づき行われたホームページ

広告掲載に関する手続きその他の行為とみなす。 



第１号様式 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社 ホームページ広告掲載申込書 

 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社 

理 事 長  青 山  雅 彦  宛 

                         

公益財団法人越谷市施設管理公社ホームページ広告掲載要綱第１０条の規定に基づ

き、広告の原稿（※）を添えて下記のとおり申し込みます。 

 

団体名（名称）                           印 

住 所  

連 絡 先 
TEL             FAX 

e - m a i l 
 

担 当 者 氏 名 
TEL 

広告掲載期間         年   月 から     か月間 

広告掲載区画数      区画 

リ ン ク 先 http：// 

申込みにあたり、公益財団法人越谷市施設管理公社ホームページ広告掲載要綱の内容

を承諾します。 

 

※ 申込書に添えて、ＣＤ-ＲＯＭ等の媒体で原稿（データ）を提出してください。 



第２号様式 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社 ホームページ広告掲載に 

関する決定通知書 

 

 

  年  月  日 

 申込者名 様 

 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社   

理 事 長  青 山  雅 彦   

                         

 

  この度は、弊社ホームページへの広告掲載をお申し込みいただき、誠にありがと

うございます。 

  令和  年  月  日付でお申し込みいただいたホームページへの広告掲載

について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 １ 広告掲載の可否   □ 可   □ 否（理由：            ） 

 ２ 広告掲載区画数       区画 

 ３ 広告掲載期間    令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 ４ 広告掲載料     金         円（税込） 

 

 

 

 



第３号様式 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社 ホームページ広告掲載決定の 

取消し通知書 

 

 

  年  月  日 

 申込者名 様 

 

 

公益財団法人越谷市施設管理公社   

理 事 長  青 山  雅 彦   

                         

 

  令和  年  月  日付で決定通知した広告掲載について、下記のとおり決定

を取消します。 

 

記 

 

 １ 取り消す理由 

要綱第１３条   項に該当するため 

（詳細：                               ） 

 ２ 取り消す広告掲載区画数       区画 

 ３ 取り消す広告掲載期間      令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 ４ 取消しによる広告掲載料還付   有  ・  無 

還付金額：金       円（令和  年  月  日から  か月分） 

 


